
豊中精神保健福祉協議会事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，豊中市内における地域保健，医療及び福祉の充実を図るため，豊中精

神保健福祉協議会（以下「協議会」という。）に交付する豊中精神保健福祉協議会事業補助

金（以下「補助金｣という。）について，必要な事項を定めることを目的とする。 

（補助対象事業） 

第２条 協議会が実施する事業のうち，補助金の交付の対象とする事業（以下「補助対象事

業」という。）は，次のとおりとする。 

 (1) 精神障害者と健常者との交流事業，職域開発援助事業等の精神保健福祉の推進に関す 

   る事業及び市民健康展等市民の健康づくりに関する事業 

 (2) 精神保健福祉市民講座，精神保健福祉教育研修事業等の精神障害者への理解と健全な

心身の維持を促進するための広報啓発及び情報提供に関する事業 

 (3) 精神保健福祉に関する調査研究，研修会への参加，関係書籍の購入等会員の資質の向 

上を図るための研究・研修活動に関する事業 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、補助対象事業に係る直接事業費並びに当該事業に関する事務費及び

人件費に相当する額（当該額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は，これを切り捨てた額）

を限度に予算の範囲内で定める額とする。 

（交付の申込み） 

第４条 協議会は，次に掲げる書類を添えて，豊中精神保健福祉協議会事業補助金交付申込

書（様式第 1 号）を，市長が定める期日までに，市長に提出しなければならない。ただし，

市長が特別の理由があると認めた場合は，添付書類の提出を省略することができる。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) その他参考となる書類 

（交付の決定） 

第５条 市長は，前条の申込書の提出があったときは，その内容を審査し，補助金を交付す

べきものと認めたときは，交付決定をするものとする。 

（交付の条件） 

第６条 補助金の交付決定には，次の条件を付すことができる。 

(1)  補助対象事業の遂行に関し，検査を行うことがあること。 

(2)  補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理し，かつ，当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管して

おくこと。 

 (3)  補助対象事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合は，速やかに市長に届

け出ること。 

(4) 補助対象事業を中止又は廃止する場合は，速やかに市長に届け出ること。 

(5) その他市長が必要と認める事項 

（決定の通知） 

第７条 市長は，補助金の交付決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を当



該申込者に対し豊中精神保健福祉協議会事業補助金交付決定通知書（様式第 2 号）により，

補助金の不交付決定をしたときはその内容及び理由を当該申込者に対し豊中精神保健福祉

協議会事業補助金不交付決定通知書（様式第 3 号）により，それぞれ通知するものとする。 

（申込みの取下げ） 

第８条 前条の規定による交付決定の通知を受けた協議会は，当該通知に係る補助金の決定

の内容又はこれに付された条件に不服があるときは，当該通知を受けた日から 30 日以内に

申込みの取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申込みの取下げがあったときは，当該申込に係る補助金の交付決定は，

なかったものとみなす。 

（交付決定の変更等） 

第９条  市長は，補助金の交付決定を行った場合において，補助金の交付決定後に生じた事 

 情の変化により，協議会が補助対象事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった 

とき，又は遂行することができないときは，補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り 

消し，又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし， 

補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については，この限りではない。 

（補助金の交付） 

第 10 条 補助金の交付は，第 3 条の規定による補助金の額を各年度の上半期に概算払いによ

り行うものとする。 

２ 協議会は，所定の請求書を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第 11 条 協議会は，当該補助対象事業が完了したときは，速やかに豊中精神保健福祉協議会

事業補助金実績報告書（様式第４号）に，次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければ

ならない。ただし，市長が特別の理由があると認めた場合は，添付書類の提出を省略する

ことができる。 

(1) 事業実績書 

(2) 収支決算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第 12 条 市長は，前条の規定による実績報告があったときは，その内容の審査及び調査等を

行い，適当と認めたときは，補助金の額を確定し，協議会に通知するものとする。 

２ 市長は，補助金の額を確定した場合において，既にその額を超える補助金が交付されて

いるときは，期限を定めて，その返還を請求するものとする。 

（協議会への指示等） 

第 13 条 市長は，補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは，協議会に

対し，随時，当該補助金の使用について必要な指示をし，又は検査をすることができる。 

（決定の取消し） 

第 14 条 市長は，協議会が，次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく市 

長の指示に違反したとき。 

 (3)  補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。 



(4)  偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。  

２ 前項の規定は，補助金の額の確定があった後においても，同様とする。 

（補助金の返還） 

第 15 条 市長は，補助金の交付決定の取消し又はその決定の内容若しくはこれに付した条件

の変更をした場合において，当該取消し又は変更に係る部分に関し，既に補助金が交付さ

れているときは，期限を定めて，その返還を請求することができる。 

（施行細目） 

第 16 条  この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，市長が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は，平成 15 年 6 月 1 日から実施し，平成 15 年度分の補助対象事業から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1 号（第 4 条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

豊中精神保健福祉協議会事業補助金交付申込書 
 

  
平成 年 月 日 

 
 豊中市長 様 
 

申込者住所              
名   称              
代表者氏名        印     

 
 

  
平成  年度における豊中精神保健福祉協議会事業補助金を次のとおり受け

たいので，豊中精神保健福祉協議会事業補助金交付要綱第 4 条の規定により申込

みます。 
 
 

補助申込額  金             円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付書類 
１．事業計画書 
２．収支予算書 
３．その他参考となる書類 



様式第 2 号（第 7 条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 3 号（第 7 条関係） 

豊中市指令健健第 号 
 

平成 年度豊中精神保健福祉協議会事業補助金交付決定通知書 
 

平成 年（    年） 月 日 
 

               
              様 
 

豊 中 市 長 
 

 平成 年（  年） 月 日付けで申込みのありました豊中精神保健福祉協議

会事業にかかる補助金を次のとおり交付することに決定しましたので，豊中精神

保健福祉協議会事業補助金交付要綱第 7 条の規定により通知します。   
 

記 
 

補助金の交付を決定した事業 交付決定額 

豊中精神保健福祉協議会事業補助

金交付要綱第 2 条に規定する事業 金         円 

 
交付の条件 
(1)補助対象事業の遂行に関し，検査を行うことがあること。 
(2)補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該収入及び

支出について証拠書類を整理し，かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後 5 年

間保管しておくこと。 
(3)補助対象事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合は，速やかに市

長に届け出ること。 
(4)補助対象事業を中止又は廃止する場合は，速やかに市長に届け出ること。 
(5)その他市長が必要と認める事項。 
 



様式第 3 号（第 7 条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 4 号 

 

 

 

平成 年度豊中精神保健福祉協議会事業補助金不交付決定通知書 

年（    年） 月  日

 
 
             様 
 

 豊 中 市 長 
 

  
 
 平成 年（   年） 月 日付けで申込みのありました豊中精神保健福祉協

議会事業にかかる補助金は，下記事由により不交付と決定しましたので，豊中精

神保健福祉協議会事業補助金交付要綱第 7 条の規定により通知します。 
 
 

記 



様式第 4 号（第 11 条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊中精神保健福祉協議会事業補助金実績報告書 
 

平成 年（   年） 月 日 
 

豊中市長 様 
 

 報告者住所               
名   称               
代表者氏名          印    

 
 

 平成 年度における豊中精神保健福祉協力会事業補助金について，豊中精神保

健福祉協議会事業補助金交付要綱第 11 条の規定により，次のとおり報告します。 
 
 

補助金の交付決定額 金         円 

補助金の精算額 金         円 

補助対象事業の完了期日  

補助金の使用方法  

補助対象事業の効果  

 
 
  添付書類 
    １．事業実績書 
    ２．収支決算書 
    ３．その他市長が必要と認める書類 


